
○

国
税
徴
収
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
（
附
則
第
三
十
五
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
差
押
え
の
手
続
及
び
効
力
発
生
時
期
）

（
差
押
の
手
続
及
び
効
力
発
生
時
期
）

第
六
十
二
条

債
権
（
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七

第
六
十
二
条

債
権
の
差
押
は
、
第
三
債
務
者
に
対
す
る
債
権
差
押
通
知
書
の
送

十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
社
債
等
の
う
ち
そ
の
権
利
の

達
に
よ
り
行
う
。

帰
属
が
振
替
口
座
簿
の
記
載
又
は
記
録
に
よ
り
定
ま
る
も
の
と
さ
れ
る
も
の
（

次
条
に
お
い
て
「
振
替
社
債
等
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
差
押
え
は
、
第
三
債
務
者
に
対
す
る
債
権
差
押
通
知
書
の
送
達

に
よ
り
行
う
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
振
替
社
債
等
の
差
押
え
の
手
続
及
び
効
力
発
生
時
期
）

第
六
十
二
条
の
二

振
替
社
債
等
の
差
押
え
は
、
第
三
債
務
者
及
び
滞
納
者
が
そ

（
新
設
）

の
口
座
の
開
設
を
受
け
て
い
る
振
替
機
関
等
（
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律

第
二
条
第
五
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
振
替
機
関
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
対
す
る
債
権
差
押
通
知
書
の
送
達
に
よ
り
行
う
。

２

徴
収
職
員
は
、
振
替
社
債
等
を
差
し
押
さ
え
る
と
き
は
、
第
三
債
務
者
に
対

し
そ
の
履
行
を
、
振
替
機
関
等
に
対
し
振
替
社
債
等
の
振
替
又
は
抹
消
を
、
滞

納
者
に
対
し
振
替
社
債
等
の
取
立
て
そ
の
他
の
処
分
又
は
振
替
若
し
く
は
抹
消

の
申
請
を
禁
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
差
押
え
の
効
力
は
、
債
権
差
押
通
知
書
が
振
替
機
関
等
に
送
達
さ

－４５３－



れ
た
時
に
生
ず
る
。

－４５４－


